
生活保護面接相談員（会計年度任用職員）

1 人 

令和8年8月1日から令和9年３月31日

※令和9年４月１日から再任用を予定

３．普通自動車運転免許必須（AT限定可）

午前９時00分から午後４時00分（週５日勤務）

土日祝日、年末年始（その他 夏季休暇など特別休暇あり）

時給：1,321円程度・交通費・駐車場料金補助・賞与あり

〒287-8501 香取市佐原ロ2127 香取市役所社会福祉課 ℡：0478-50-1209

募　集
職 種

募 集 人 数

任 用 期 間

資 格 等 次の１～３の全てに該当するもの

１．警察官経験者

２．パソコン（ワード・エクセル含む）の基本操作ができるもの

仕 事 内 容

就 業 時 間

休 日 等

勤 務 場 所 香取市役所2階 社会福祉課

給 与

社会保険等

応募方法等

生活保護面接相談員

生活保護の相談業務及び電話対応、生活保護業務の補助、これらに

付帯する業務

社会保険及び厚生年金保険・雇用保険は、勤務日数や時間に応じ

て、要件を満たす場合に加入（個人負担分あり）

締切：令和8年7月17日（金） 履歴書（写真貼付）・資格者証の

写し（福祉に関するものがあれば）を、香取市役所社会福祉課へ持

参または郵送


